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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成27年11月12日(2015.11.12)

【公開番号】特開2014-108688(P2014-108688A)
【公開日】平成26年6月12日(2014.6.12)
【年通号数】公開・登録公報2014-031
【出願番号】特願2012-263217(P2012-263217)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｆ   3/00     (2006.01)
   Ｂ６３Ｈ   5/07     (2006.01)
   Ｂ６０Ｋ  17/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｆ    3/00     　　　Ａ
   Ｂ６３Ｈ    5/06     　　　Ｚ
   Ｂ６０Ｋ   17/04     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月18日(2015.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力を発生させる駆動源と、前記動力源で発生させた動力によって駆動される陸上走行
用の駆動装置と、前記動力源で発生させた動力によって駆動される水上航行用の推進装置
と、前記動力源で発生させた動力を前記陸上走行用の駆動装置と前記水上航行用の推進装
置とに分配する動力分配装置とを有し、
　水上から陸上へ移行する際には、前記陸上走行用の駆動装置と前記水上航行用の推進装
置を共に作動させる水陸両用車であって、
　前記動力分配装置と前記陸上走行用の駆動装置との間に第一の変速機を備え、前記動力
分配装置と前記水上航行用の推進装置との間に前記第一の変速機とは別の第二の変速機を
備え、
　前記第一および前記第二の変速機は、水上から陸上へ移行する際における前記陸上走行
用の駆動装置および前記水上航行用の推進装置の作動に必要なトルクを低減するための上
陸専用の変速比を有する
　ことを特徴とする水陸両用車。
【請求項２】
　前記第一および前記第二の変速機は、クラッチ機能を有することを特徴とする請求項１
に記載の水陸両用車。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　上記課題を解決する第一の発明に係る水陸両用車は、動力を発生させる駆動源と、前記
動力源で発生させた動力によって駆動される陸上走行用の駆動装置と、前記動力源で発生



(2) JP 2014-108688 A5 2015.11.12

させた動力によって駆動される水上航行用の推進装置と、前記動力源で発生させた動力を
前記陸上走行用の駆動装置と前記水上航行用の推進装置とに分配する動力分配装置とを有
し、水上から陸上へ移行する際には、前記陸上走行用の駆動装置と前記水上航行用の推進
装置を共に作動させる水陸両用車であって、前記動力分配装置と前記陸上走行用の駆動装
置との間に第一の変速機を備え、前記動力分配装置と前記水上航行用の推進装置との間に
前記第一の変速機とは別の第二の変速機を備え、前記第一および前記第二の変速機は、水
上から陸上へ移行する際における前記陸上走行用の駆動装置および前記水上航行用の推進
装置の作動に必要なトルクを低減するための上陸専用の変速比を有することを特徴とする
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記課題を解決する第二の発明に係る水陸両用車は、第一の発明に係る水陸両用車にお
いて、前記第一および前記第二の変速機は、クラッチ機能を有することを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　第一の発明に係る水陸両用車によれば、動力分配装置と陸上走行用の駆動装置との間に
第一の変速機を備え、動力分配装置と水上航行用の推進装置との間に第二の変速機を備え
ることによって、陸上走行用の駆動装置および水上航行用の推進装置の変速比を変えるこ
とができるので、陸上走行用の駆動装置および水上航行用の推進装置を作動させるために
必要なトルクを低減させることができる。よって、上陸時における陸上走行用の駆動装置
および水上航行用の推進装置を作動させるために必要なトルクを低減させ、動力源の必要
出力を低減させることができる。このことにより、動力源の大型化を防止することができ
る。
　また、陸上走行用の駆動装置に対応する第一の変速機および水上航行用の推進装置に対
応する第二の変速機に、上陸専用の変速比を設けたことにより、上陸時における陸上走行
用の駆動装置および水上航行用の推進装置を作動させるために必要なトルクを更に低減さ
せ、上陸時における動力源の必要出力を更に低減させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１９】
　第二の発明に係る水陸両用車によれば、陸上走行用の駆動装置に対応する第一の変速機
および水上航行用の推進装置に対応する第二の変速機にクラッチ機能を備えることによっ
て、動力分配装置の制御によらず陸上走行用の駆動装置および水上航行用の推進装置を停
止させることができる。つまり、水陸両用車が陸上走行モードまたは上陸モードで制御さ
れている場合においても、陸上走行用の駆動装置を停止させることができ、水上航行モー
ドまたは上陸モードで制御されている場合においても、水上航行用の推進装置を停止させ
ることができる。
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